
（
資
料
４
-
３
）

タ
イ

ト
ル

我
が

国
の

救
急

医
療

体
制

と
 病

院
前

医
療

体
制

の
概

要
消

防
機

関
に

お
け

る
救

急
業

務
及

び
救

急
救

命
士

制
度

に
対

す
る

理
解

M
C

の
基

本
と

運
用

の
理

解
救

急
救

命
士

が
実

施
す

る
救

命
処

置
W

S
：
オ

ン
ラ

イ
ン

M
C

M
C

に
関

わ
る

関
連

法
規

に
対

す
る

理
解

W
S
：
事

後
検

証
、

症
例

検
討

会
の

方
法

論
W

S
：
救

急
救

命
士

等
に

対
す

る
教

育
W

S
：
M

C
及

び
指

導
医

の
今

後
の

展
開

局
所

災
害

時
の

M
C

講
師

細
川

先
生

　
2
2
枚

森
川

先
生

　
8
2
枚

三
宅

先
生

　
5
0
枚

田
邊

先
生

　
０

枚
（
レ

ジ
ュ

メ
と

設
問

）
森

村
先

生
　

1
4
枚

西
田

先
生

　
5
2
枚

北
村

先
生

　
6
5
枚

尾
方

先
生

 4
4
枚

溝
端

先
生

　
2
6
枚

勝
見

先
生

　
5
9
枚

テ
ー

マ
救

急
業

務
の

対
象

と
応

急
処

置
消

防
組

織
の

概
要

M
C

の
定

義
救

急
救

命
処

置
P

D
C

A
サ

イ
ク

ル
に

よ
る

プ
ロ

セ
ス

の
評

価
法

規
の

構
造

心
肺

機
能

停
止

プ
ロ

ト
コ

ル
救

急
救

命
士

養
成

施
設

の
種

類
目

標
災

害
の

種
類

救
急

病
院

等
を

定
め

る
省

令
消

防
の

階
級

応
急

処
置

と
救

急
救

命
処

置
の

違
い

（
包

括
指

示
と

具
体

的
指

示
）

特
定

行
為

対
象

・
体

制
・
記

録
の

方
法

の
策

定
憲

法
と

法
律

の
関

係
除

細
動

薬
剤

投
与

プ
ロ

ト
コ

ル
救

急
救

命
士

法
第
3
4
条

第
4
号

が
定

め
る

消
防

機
関

関
連

施
設

の
入

所
資

格

M
C

の
コ

ア
業

務
我

が
国

の
災

害
医

療
の

取
組

救
急

救
命

士
法

と
応

急
処

置
の

拡
大

広
域

消
防

応
援

と
緊

急
消

防
援

助
隊

救
急

救
命

士
制

度
法

制
化

以
降

の
歩

み
新

し
い

救
急

救
命

処
置

実
例

か
ら

課
題

を
考

え
る

法
律

と
命

令
の

関
係

C
P

A
搬

送
例

の
事

後
検

証
に

お
け

る
検

証
項

目
救

急
救

命
士

学
校

養
成

所
指

定
規

則
が

定
め

る
消

防
機

関
関

連
養

成
所

の
履

修
単

位

問
題

の
共

有
阪

神
淡

路
大

震
災

以
降

の
災

害
医

療
整

備

救
急

隊
の

編
成

熊
本

地
震

に
お

け
る

消
防

活
動

M
C

の
構

成
要

素
医

師
の

直
接

指
示

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
命

令
と

告
示

の
関

係
心

停
止

前
血

糖
測

定
プ

ロ
ト

コ
ル

消
防

機
関

関
連

施
設

の
養

成
課

程
解

決
の

優
先

順
位

局
地

災
害

消
防

法
の

改
正

緊
急

消
防

援
助

隊
低

血
糖

に
な

っ
た

糖
尿

病
傷

病
者

へ
の

ブ
ド

ウ
糖

の
投

与
に

つ
い

て
オ

ン
ラ

イ
ン

M
C

に
お

け
る

情
報

伝
達

の
留

意
点

救
急

救
命

士
法

の
構

造
心

停
止

前
輸

液
プ

ロ
ト

コ
ル

消
防

職
員

と
し

て
の

救
急

救
命

士
作

業
の

進
め

方
実

例
報

告

協
議

会
の

組
織

と
実

施
基

準
救

急
業

務
の

基
本

的
情

報
P

S
L
S
の

ア
ル

ゴ
リ

ズ
ム

オ
ン

ラ
イ

ン
M

C
救

急
救

命
処

置
の

位
置

づ
け

検
証

会
例

救
急

救
命

士
の

職
務

解
決

法
の

提
案

災
害

医
療

の
標

準
化

M
C

体
制

の
確

保
救

急
隊

の
定

義
救

急
搬

送
に

お
け

る
緊

急
度

判
医

師
法

事
例

救
急

救
命

士
が

行
う

救
急

救
命

処
置

コ
ア

業
務

に
お

け
る

展
開

M
C
L
S

M
C

協
議

会
の

役
割

救
急

業
務

と
救

急
救

命
士

事
後

検
証

基
準

の
例

保
助

看
法

救
急

救
命

士
の

制
約

１
地

域
の

救
急

搬
送

・
医

療
に

お
け

る
展

開
ま

と
め

医
療

法
に

お
け

る
医

療
計

画
の

位
置

づ
け

特
定

行
為

救
命

救
急

セ
ン

タ
ー

に
お

け
る

精
神

科
診

療
の

現
状

と
課

題
医

行
為

と
診

療
の

補
助

の
関

係
救

急
救

命
士

の
制

約
２

救
急

医
療

体
制

と
救

急
医

療
の

充
実

救
急

救
命

処
置

拡
大

地
域

高
齢

者
搬

送
シ

ス
テ

ム
医

療
に

ま
つ

わ
る

法
的

責
任

こ
れ

ま
で

の
救

急
隊

員
教

育

M
C

に
お

け
る

、
今

後
検

討
す

べ
き

事
案

消
防

の
M

C
体

制
（
コ

ア
）

メ
デ

ィ
カ

ル
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
強

化
事

業
こ

れ
ま

で
の

救
急

救
命

士

処
置

拡
大

と
M

C
M

C
体

制
に

つ
い

て
こ

れ
か

ら
の

救
急

救
命

士
教

育
１

救
命

士
免

許
取

得
ま

で
こ

れ
か

ら
の

救
急

救
命

士
教

育
２

救
命

士
教

育
こ

れ
か

ら
の

救
急

救
命

士
教

育
ま

と
め

指
導

救
命

士
こ

れ
か

ら
の

救
急

救
命

士
教

育
３

救
急

業
務

の
課

題
医

師
が

行
う

救
急

救
命

士
教

育
の

あ
り

方
緊

急
度

判
定

標
準

ア
ル

ゴ
リ

ズ
ム

を
用

い
た

シ
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

消
防

職
員

教
育

P
E
M
E
C

救
急

科
医

師
の

役
割

ハ
イ

リ
ス

ク
傷

病
者

資
料

（
救

急
業

務
あ

り
方

検
討

会
）

通
信

指
令

員
に

よ
る

ハ
イ

リ
ス

ク
傷

病
者

の
判

断
ハ

イ
リ

ス
ク

傷
病

者
と

判
断

す
る

例
内

因
性

ロ
ー

ド
＆

ゴ
ー

医
師

が
行

う
救

急
救

命
士

教
育

の
ま

と
め

、
医

師
が

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

ト
す

べ
き

、
そ

の
他

の
事

項
必

要
項

目
国

レ
ベ

ル
の

救
急

医
療

体
制

に
つ

い
て

国
レ

ベ
ル

の
消

防
業

務
に

つ
い

て
救

命
処

置
に

関
す

る
事

項

考
察

基
本

的
に

配
布

目
的

に
作

ら
れ

た
ポ

ン
チ

絵
で

構
成

さ
れ

て
い

る
た

め
、

ス
ラ

イ
ド

が
ビ

ジ
ー

。
G

IO
,S

B
O

の
設

定
は

な
し

。
要

点
を

絞
る

か
、

記
載

内
容

の
簡

素
化

が
必

要
と

思
わ

れ
る

。

ア
ウ

ト
ラ

イ
ン

は
書

か
れ

て
い

る
が

、
G

IO
,S

B
O

の
設

定
は

な
し

。
基

本
的

に
配

布
目

的
に

作
ら

れ
た

ポ
ン

チ
絵

で
構

成
さ

れ
て

い
る

た
め

、
ス

ラ
イ

ド
が

ビ
ジ

ー
。

要
点

を
絞

る
か

、
記

載
内

容
の

簡
素

化
が

必
要

と
思

わ
れ

る
。

G
IO

、
S
B

O
の

設
定

な
し

。
ほ

ぼ
地

域
で

の
取

り
組

み
の

話
。

ま
ず

は
S
B

O
に

書
か

れ
て

い
る

M
C

の
目

的
、

体
制

、
コ

ア
業

務
、

地
域

の
M

C
体

制
を

説
明

し
た

上
で

、
地

域
で

の
取

り
組

み
や

緊
急

度
判

定
等

の
各

論
の

内
容

を
説

明
す

る
こ

と
が

望
ま

れ
る

。

G
IO

、
S
B

O
の

設
定

な
し

。
レ

ジ
ュ

メ
と

救
急

救
命

処
置

の
設

問
だ

け
の

為
詳

細
が

不
明

。
基

本
的

な
内

容
に

つ
い

て
は

、
ス

ラ
イ

ド
で

示
し

た
ほ

う
が

指
導

内
容

に
差

が
出

な
く
て

よ
い

と
思

わ
れ

る
。

た
だ

し
、

実
際

に
救

急
救

命
処

置
が

何
か

問
う

設
問

に
つ

い
て

は
、

S
B

O
の

到
達

確
認

の
観

点
か

ら
も

今
後

導
入

を
検

討
す

る
余

地
が

あ
る

。

G
IO

、
S
B

O
の

設
定

な
く
、

ス
ラ

イ
ド

に
つ

い
て

も
オ

ン
ラ

イ
ン

M
C

中
心

に
構

成
さ

れ
て

い
る

た
め

、
オ

フ
ラ

イ
ン

M
C

の
内

容
を

盛
り

込
む

必
要

あ
り

。
た

だ
し

実
例

に
沿

っ
た

形
で

テ
ー

ブ
ル

デ
ィ

ス
カ

ッ
シ

ョ
ン

を
実

施
し

て
お

り
、

W
S
と

し
て

は
議

論
し

や
す

い
と

思
わ

れ
る

。

G
IO

、
S
B

O
の

設
定

は
な

い
が

、
法

令
・
通

知
の

解
釈

等
を

わ
か

り
や

す
く
ス

ラ
イ

ド
で

説
明

さ
れ

て
い

る
。

し
か

し
、

S
B

O
に

含
ま

れ
て

い
る

「
メ

デ
ィ

カ
ル

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

体
制

に
お

け
る

法
的

責
任

に
つ

い
て

説
明

で
き

る
」
に

該
当

す
る

部
分

は
な

く
追

加
さ

れ
る

こ
と

が
望

ま
れ

る
。

ど
の

よ
う

に
グ

ル
ー

プ
ワ

ー
ク

を
行

っ
た

か
わ

か
ら

ず
S
B

O
の

達
成

、
キ

ー
ワ

ー
ド

の
収

載
は

憶
測

の
域

を
で

な
い

が
、

フ
ァ

シ
リ

テ
ー

タ
ー

に
対

し
て

S
B

O
や

キ
ー

ワ
ー

ド
を

示
す

書
面

が
つ

い
て

お
り

、
間

接
的

に
は

網
羅

さ
れ

て
い

る
と

考
え

る
。

実
例

を
用

い
た

W
S
は

受
講

生
に

と
っ

て
も

わ
か

り
や

す
く
引

き
続

き
実

施
さ

れ
る

こ
と

が
望

ま
れ

る
。

G
IO

,S
B

O
,キ

ー
ワ

ー
ド

に
つ

い
て

は
明

確
に

示
さ

れ
て

い
る

。
E
L
S
T
A

の
先

生
な

の
で

救
命

士
教

育
に

つ
い

て
わ

か
り

や
す

く
説

明
さ

れ
て

い
る

と
こ

ろ
は

よ
い

が
、

後
半

の
部

分
（
P

E
M

E
C

,内
因

性
ロ

ー
ド

＆
ゴ

ー
等

に
つ

い
て

は
ど

こ
ま

で
コ

ン
セ

ン
サ

ス
が

得
ら

れ
た

内
容

か
判

断
で

き
な

い
た

め
、

紹
介

に
と

ど
め

る
程

度
で

あ
る

こ
と

が
望

ま
れ

る
。

ど
の

よ
う

な
グ

ル
ー

プ
ワ

ー
ク

を
行

っ
た

か
は

不
明

で
あ

る
が

、
G

IO
,S

B
O

,は
明

確
に

示
さ

れ
る

と
共

に
、

目
標

や
進

め
方

に
つ

い
て

説
明

さ
れ

て
い

る
の

で
共

通
の

議
論

が
可

能
と

な
る

。
こ

の
よ

う
な

進
め

方
で

W
S
が

実
施

さ
れ

る
こ

と
が

望
ま

れ
る

。

G
IO

、
S
B

O
の

設
定

な
し

。
我

が
国

の
災

害
医

療
体

制
に

つ
い

て
は

触
れ

ら
れ

て
い

る
が

、
基

本
的

に
は

同
先

生
の

経
験

や
経

験
、

M
C

L
S
の

内
容

で
ま

と
め

ら
れ

て
い

る
。

G
IO

、
S
B

O
、

キ
ー

ワ
ー

ド
に

沿
っ

た
内

容
に

修
正

さ
れ

る
こ

と
が

望
ま

れ
る

。

S
B

O
の

達
成

B
A

A
A

B
B

A
？

A
A

C
A

・
B

・
C

の
3
段

階
評

価
（
A

：
十

分
、

B
：
や

や
不

十
分

、
C

：
不

十
分

）
キ

ー
ワ

ー
ド

の
収

載
B

B
B

B
A

A
A

？
A

A
C

A
・
B

・
C

の
3
段

階
評

価
（
A

：
十

分
、

B
：
や

や
不

十
分

、
C

：
不

十
分

）
S
B
O

救
急

医
療

体
制

に
つ

い
て

説
明

で
き

る
消

防
組

織
と

救
急

業
務

に
つ

い
て

説
明

で
き

る
M

C
の

目
的

を
説

明
で

き
る

救
急

隊
員

が
行

う
処

置
に

つ
い

て
説

明
で

き
る

オ
ン

ラ
イ

ン
M

C
と

オ
フ

ラ
イ

ン
M

C
の

違
い

を
説

明
で

き
る

（
オ

フ
ラ

イ
ン

の
説

明
に

つ
い

て
は

不
明

）

法
の

構
造

に
つ

い
て

説
明

で
き

る
事

後
検

証
の

方
法

論
を

説
明

で
き

る
救

急
救

命
士

の
養

成
課

程
教

育
・

再
教

育
に

つ
い

て
説

明
で

き
る

M
C

の
現

状
と

課
題

に
つ

い
て

議
論

で
き

る
現

場
医

師
派

遣
シ

ス
テ

ム
に

つ
い

て
説

明
で

き
る

救
急

医
療

の
現

状
に

つ
い

て
説

明
で

き
る

救
急

出
動

体
制

に
つ

い
て

説
明

で
き

る
M

C
体

制
を

説
明

で
き

る
（
不

明
確

）
救

急
救

命
処

置
に

つ
い

て
説

明
で

き
る

オ
ン

ラ
イ

ン
M

C
時

の
注

意
点

を
説

明
で

き
る

救
急

救
命

処
置

の
法

的
位

置
づ

け
に

つ
い

て
説

明
で

き
る

検
証

医
師

に
求

め
ら

れ
る

知
識

に
つ

い
て

説
明

で
き

る
救

急
業

務
に

関
す

る
生

涯
教

育
に

つ
い

て
説

明
で

き
る

M
C

医
師

と
し

て
今

後
の

活
動

に
つ

い
て

議
論

で
き

る
出

動
現

場
で

の
消

防
と

医
師

の
連

携
に

つ
い

て
説

明
で

き
る

救
急

医
療

体
制

の
歴

史
と

現
状

に
つ

い
て

説
明

で
き

る
通

信
指

令
シ

ス
テ

ム
に

つ
い

て
説

明
で

き
る

M
C

の
コ

ア
業

務
を

説
明

で
き

る
特

定
行

為
に

つ
い

て
説

明
で

き
る

情
報

伝
達

に
お

け
る

注
意

点
を

説
明

で
き

る
医

療
に

か
か

わ
る

法
的

責
任

に
つ

い
て

説
明

で
き

る
事

後
検

証
を

実
施

で
き

る
救

急
救

命
士

教
育

の
現

状
に

つ
い

て
説

明
で

き
る

医
師

の
M

C
研

修
に

つ
い

て
議

論
で

き
る

災
害

時
の

消
防

と
医

療
の

体
制

に
つ

い
て

説
明

で
き

る
病

院
前

医
療

に
お

け
る

医
師

の
関

与
に

つ
い

て
説

明
で

き
る

地
域

の
M

C
体

制
に

つ
い

て
説

明
で

き
る

オ
ン

ラ
イ

ン
M

C
を

実
施

で
き

る
メ

デ
ィ

カ
ル

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

体
制

に
お

け
る

法
的

責
任

に
つ

い
て

説
明

で
き

る

事
後

検
証

、
検

証
会

議
の

現
状

に
つ

い
て

述
べ

る
こ

と
が

で
き

る
救

急
救

命
士

の
病

院
実

習
に

つ
い

て
議

論
で

き
る

災
害

時
と

平
時

の
M

C
の

相
違

点
を

説
明

で
き

る
（
災

害
時

に
お

け
る

M
C

の
課

題
を

説
明

で
き

る
）

A
・
B

・
C

の
3
段

階
評

価
（
A

：
十

分
、

B
：
や

や
不

十
分

、
C

：
不

十
分

）
オ

ン
ラ

イ
ン

M
C

体
制

の
現

状
に

つ
い

て
述

べ
る

こ
と

が
で

き
る

局
地

災
害

へ
の

計
画

、
現

場
対

応
、

検
証

、
教

育
・
訓

練
に

つ
い

て
説

明
で

き
る

A
・
B

・
C

の
3
段

階
評

価
（
A

：
十

分
、

B
：
や

や
不

十
分

、
C

：
不

十
分

）
キ

ー
ワ

ー
ド

救
急

医
療

体
制

消
防

組
織

病
院

前
医

療
応

急
処

置
の

記
載

な
し

オ
ン

ラ
イ

ン
M

C
法

規
の

構
造

プ
ロ

ト
コ

ル
養

成
課

程
M

C
の

現
状

ド
ク

タ
ー

カ
ー

医
療

圏
救

急
業

務
メ

デ
ィ

カ
ル

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

協
議

会
の

説
明

な
し

救
急

救
命

処
置

オ
フ

ラ
イ

ン
M

C
説

明
な

し
。

救
急

救
命

士
法

検
証

の
標

準
化

就
業

前
病

院
実

習
M

C
の

課
題

ド
ク

タ
ー

ヘ
リ

初
期

・
二

次
・
三

次
救

急
医

療
機

救
急

隊
・
救

急
救

命
士

・
指

令
員

救
急

救
命

処
置

特
定

行
為

プ
ロ

ト
コ

ル
法

律
救

急
活

動
記

録
再

教
育

病
院

実
習

M
C

医
師

災
害

時
消

防
体

制
ド

ク
タ

ー
カ

ー
・
ド

ク
タ

ー
ヘ

リ
救

急
隊

の
編

成
プ

ロ
ト

コ
ル

救
急

活
動

記
録

特
定

行
為

命
令

（
政

令
・
府

省
令

）
一

次
検

証
・
二

次
検

証
・
三

次
検

救
急

救
命

技
術

研
修

会
M

C
医

師
研

修
D
M
A
T

救
急

救
命

士
出

動
件

数
・
搬

送
時

間
指

示
具

体
的

指
示

指
示

要
請

告
示

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
症

例
検

討
会

救
急

科
専

門
医

指
揮

命
令

病
院

前
救

護
体

制
の

あ
り

方
に

関
す

る
検

討
会

通
信

指
令

指
導

・
助

言
包

括
的

指
示

処
置

時
間

医
行

為
・
診

療
の

補
助

検
証

医
師

1
2
8
時

間
ト

リ
ア

ー
ジ

口
頭

指
導

検
証

処
置

現
場

刑
事

上
の

責
任

生
涯

教
育

の
指

針
現

場
処

置
電

話
に

よ
る

緊
急

度
判

断
教

育
オ

ン
ラ

イ
ン

M
C

記
録

民
事

上
の

責
任

指
導

救
命

士
搬

送
先

選
定

緊
急

度
に

応
じ

た
救

急
出

動
包

括
的

指
示

・
具

体
的

指
示

行
政

上
の

責
任

事
後

検
証

情
報

伝
達

災
害

対
応

計
画

ま
と

め
G

IO
,S

B
O

、
キ

ー
ワ

ー
ド

が
示

さ
れ

た
こ

と
に

よ
り

、
昨

年
度

ま
で

見
ら

れ
た

ス
ラ

イ
ド

の
重

複
は

だ
い

ぶ
な

く
な

っ
た

と
思

わ
れ

る
。

一
方

、
ス

ラ
イ

ド
の

書
式

・
内

容
や

W
S
の

進
め

方
な

ど
に

は
担

当
者

間
で

統
一

さ
れ

た
も

の
が

な
く
、

当
日

説
明

を
聞

く
受

講
生

に
と

っ
て

は
分

か
り

に
く
い

と
も

思
わ

れ
る

。
そ

の
他

に
も

、
S
B

O
,キ

ー
ワ

ー
ド

か
ら

離
れ

て
担

当
者

の
地

域
や

得
意

分
野

の
説

明
が

ス
ラ

イ
ド

に
多

く
反

映
さ

れ
て

お
り

、
ど

こ
ま

で
容

認
す

る
か

の
議

論
が

必
要

と
思

わ
れ

る
。

ま
た

局
地

災
害

に
つ

い
て

は
、

過
去

の
経

験
例

の
域

を
脱

し
て

お
ら

ず
、

先
進

的
な

取
り

組
み

を
実

施
し

て
い

る
地

域
の

先
生

に
担

当
し

て
い

た
だ

く
な

ど
の

工
夫

が
必

要
と

思
わ

れ
る

。
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